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はじめに                 

地球温暖化や失われつつある生物多様性、資源循環などの様々な環境問題に対処してい
くためには、市民、事業者、行政などの様々な主体が環境に配慮した行動を実践していく
ことが重要です。そのため、家庭や地域、学校、職場などの様々な場面において環境教
育・学習を推進して環境に関する理解を深め、行動に結びつけていく必要があります。
本市では、平成 7年 11月に環境教育・学習を推進するためのガイドラインとして「川

崎市環境教育・学習基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定し、普及啓発事業の
充実や市民、事業者の参加による地域づくり等の各種の取組を進め、現在では、市民、事
業者、学校などの行政以外の様々な主体においても積極的に環境教育・学習の取組が行わ
れています。
平成 28年 3月には、様々な主体や世代が相互に協力して学び合い、地域全体で環境教

育・学習を発展させていくための仕組みづくりに向けて、基本方針を改正しました。この
仕組みづくりとして、環境教育・学習の充実の視点として「つながる」、「伝える」、
「活かす」という３つの基本的な方向性の体系に整理し、分野横断的に取組を推進するこ
ととしています。
その基本方針に沿って環境教育・学習を着実に進めていくため、毎年度、「環境教育・

学習事業実施結果一覧」として実績報告をとりまとめ、事業の進捗状況を確認し、課題等
を把握し、必要に応じて基本方針の見直しを行っています。
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活かす

・市民、事業者、行政が相互に協働・連携し、地域
全体での取り組み

・川崎の地域資源を活用したつながりの醸成

・協働した取組みへの支援

・家庭や職場、地域、学校等の様々な場での実施
・自ら環境配慮に取り組んでいく人材の育成
・地域における行動の促進
・関心を引きつけて行動を促す
・成長過程に応じた取組み
・環境教育・学習に関する協働への支援

・地域環境リーダー等の人材育成や活動の場の
充実による、地域の活動の促進

・人と地域を結ぶコーディネーターの育成・活用

・体験の機会の場への認定など拠点・施設の充実
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第１章 環境教育・学習の実施状況の概況

市関連の環境教育・学習の実施状況の推移（Ｈ22 Ｈ30）

川崎市地域環境リーダー育成講座の修了人数
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・平成 30年度の合計の参加人数は 337,762人
・台風の影響で実施できなかった事業などがあり、参加人数が減少

・平成 10年度から地域環境リーダー育成講座を開始
・平成 30年度は 15名が修了
・延べ 331人が川崎市地域環境リーダー育成講座を修了
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第２章 基本的な方向性「つながる」の取組状況

川崎の地域資源を活用したつながり 
■「環境技術の集積」でつながる(1-1) 

■「河川や丘陵地等の豊かな自然」でつながる(1-2)

・かつて深刻な公害を経験した川崎市は公害克服に向けた取組の過程において
培ってきた優れた環境技術が集積された
・現在では川崎市の大きな強みとなっており、環境技術を通じて世界貢献に取
り組んでいる

・市内には多摩川や多摩丘陵とその丘陵を流れる鶴見川
や中小河川、東京湾など、様々な自然環境が豊富に存在
・自然観察など、人と自然、自然と生き物のつながりを
理解してもらう講座や人材育成等を行った
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 ■「数々の環境教育・学習の拠点」でつながる(1-3)
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■「地域における取組」でつながる(1-4)

川崎の地域資源を活用したつながり(2)

・各主体の協働・連携した取組みの支援を実施
・ポータルサイトでの環境関連イベントの情報提供
・市民活動センターによる市民活動や緑のカーテン作戦
のゴーヤーの種子配布など様々な支援

・地域における取組は、環境活動を支える重要な地域資源
・イベントや行事などの様々な場面で、活動団体同士の交流や環境活動等を通じ
た学習が行われた
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第３章 基本的な方向性「伝える」の取組状況       

関心を引きつけて参加を促す取組
■家庭での取組(1-1)

■職場での取組(1-2)

・一人ひとりが、省エネや３R、節水などの環境
配慮行動を実践につなげていくためには、日常
の生活の中で環境について考え、環境に配慮し
た行動を取り入れられるよう様々な情報の提供
や支援が重要
・各種講習会や講座などを実施

【ふれあい出張講座の様子】

・地球温暖化や廃棄物問題などの様々な環境問題を克服し、将来にわたって安
全で安心に暮らせる持続可能なまちづくりを目指すためには、事業者による環
境と経済の好循環に向けた取組を充実させることが必要
・事業者を対象とした講演会や市の職員向けの研修等を実施



6 

■地域での取組(1-3)

・環境教育・学習の推進にあたっては地域資源を最大限に活用し、川崎らしい特
徴・特性を生かした取組みを実施することが重要
・各地域において、様々な「伝える」取組みを実施
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成長過程に応じた取組
■幼稚園・保育所等での取組(2-1)

■小・中学校での取組(2-2) 

・「幼児環境教育プログラム集」・「幼児環境教育プログラム集活用事例集」
を公益社団法人川崎市幼稚園協会と協働で作成し、市内幼稚園の全教諭に配布
・平成 30年度は、200冊を作成し、幼稚園の新任の教諭に配布
・研修等で活用例を学び、園児に遊びを通じた環境教育・活動を実践
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■高等学校・大学での取組(2-3)

×          ×

■自発的な意思を尊重した取組(2-4) 

■効果的な情報発信(2-5)

・環境・自然・地域との共生をコンセプトとした農業研究を行う明治大学黒川
農場と連携した事業を実施
・麻生の自然を活かした地域連携を進める和光大学と連携し、里山フォーラム

inあさおや生物多様性の保全に向けた取組を実施

・地域環境リーダーの交流の場として、第 15回
エコ・フェスタかわさきを開催
・新しく仲間に加わった、第 21期による発表や
グループワークを実施
・約 40名が参加し、交流を深めた 第 14回

エコ・フェスタ
かわさき

明治大学 
MEIJI UNIVERSITY 

和光大学

・月刊誌「環境情報」の発行（区役所、
図書館、市民館学校等へ配下）

・環境教育支援ポータルサイトの運用
・市民投稿型ＧＩＳサイト「かわさき生
き物マップ」の運用

・「みんなでつくる生物図鑑」の運用

かわさき
生き物マップ
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第 4章 基本的な方向性「活かす」の取組状況       

コーディネーターやファシリテーターの育成とその活用(1)

環境教育・学習に係る拠点・施設の充実(2)

■環境教育に係る体験の機会の場に認定している民間事業者（５か所） 

持続可能な社会づくりに向けた地域のネットワークの形成には、様々な人や組
織の間の調整やネットワークづくりを担うコーディネーターと、各主体から問題
意識や意欲を上手に引き出し、自発的な行動につなげていく役割を担うファシリ
テーターの存在が欠かせません。そのためコーディネート能力やファシリテーシ
ョン能力を持つ人材の育成、活用を行っています。

・市内には、市等の公の施設のほか、環境教育等促進法に基づく環境教育に係る
体験の機会の場など、多くの環境教育・学習拠点や関連施設が存在しており、各
施設が様々な取組みを行い、情報発信の強化に努めている
・「体験の機会の場」認定事業者の参加人数は延べ 3,276名

昭和電工(株)川崎事業所                  使用済みプラスチックのアンモニア原料化 
を通じた環境教育 

(株)ショウエイ ろ過装置を利用した水、熱、電気の省エネ

富士通(株)川崎工場 タブレットＰＣを用いた環境教育を実施

明治大学黒川農場 アグリサイエンスアカデミー(農業体験等) 

東京ガス(株) 東京ガスキッチンランド川崎 環境に配慮した食の取り組み
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第５章 環境教育・学習の取組状況の評価       

川崎市環境基本計画では、施策の進捗状況を確認するため、指標を設定して、目標の達成
に向けた評価をしています。環境教育・学習の推進については、次のとおり指標が設定さ
れ、その達成状況を評価しています。
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参考                

川崎市における環境教育・学習の位置づけ
川崎市環境基本条例（平成３年１２月制定）

第 7条
（6） 市民が人間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、責任ある行動が取れ
るよう、系統的な環境教育・学習の推進に努めること。
第 8条 市長は、環境行政を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法第 2条第 4項
の規定に基づく基本構想を踏まえ、環境行政の基本指針となる川崎市環境基本計画を策
定するものとする。

川崎市環境基本計画（平成 6年 2月策定・平成 23年 3月全面改定）
めざすべき環境像
「環境を守り 自然と調和した 活気あふれる 持続可能な市民都市・かわさき」

■重点分野 環境教育・環境学習の推進
重点目標・指標
環境教育・環境学習に関する講座・講習会開催状況
環境学習活動や環境保全活動等の人材育成講座の修了生人数
小・中学校における市民、事業者との協働による環境教育講座等の開催状況

川崎市環境教育・学習基本方針（平成 7年 11月策定、平成 28年 3月改正）
■基本方針の目的

川崎市環境基本計画に定める目標の実現に向けて、複雑化する環境問題に対応できる
人材（多様な主体・問題の関連性への理解等）の育成や、市民活動団体、事業者、行政
が協働・連携して取り組む環境教育・学習の体系的かつ効果的な推進を図るための基本
的な方向性を示しています。
■基本的な方向性
つながる【協働した取組の推進】
市民、事業者、行政が相互に協働・連携して、環境教育・学習に地域全体で取り組む

伝える【環境教育・学習を地域で実践】
家庭や職場、地域、学校等の様々な場で環境教育・学習を実施し、自ら環境配慮に
取り組んでいく人材を育て、地域における行動を促す

活かす【人材育成とその活用】
地域環境リーダー等の人材育成や環境教育・学習の活動の場の充実により、地域の活動を
さらに促進

環境教育等促進法第８条に基づく
「行動計画」としての位置づけ

環境教育・学習を効果的に推進
していくためのガイドライン
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環境教育・学習を取り巻く世界、国及び川崎市の動き
世界の動き、国の動き 川崎市の環境教育・学習関連の動き

1970年代 1972国連人間環境会議
ストックホルムで開催された環境問題に関
する最初の世界的な政府間会議

1975国際環境教育会議
環境教育専門家による会合でベオグラード
憲章を作成

1977環境教育政府間会議
環境教育に関するトビリシ政府間会議宣言
（トビリシ宣言）

1972公害防止条例を公布（全国を先駆け
た総量規制の導入）

1976環境影響評価に関する条例を公布(全
国を先駆けた環境悪化の未然防止の
仕組みを導入) 

1980年代 1987環境と開発に関する世界委員会
持続可能な開発に向けた方策を提言したブ
ルントラント報告

1986総合教育センターが開設

1990年代 1992国連環境開発会議
地球サミット。環境と開発に関するリオ宣
言、アジェンダ 21、森林原則声明の合意、
気候変動枠組み条約と生物多様性条約への署
名が開始

1993 環境基本法の制定
1997テサロニキ国際会議

環境教育を持続可能性に向けて変化するた
めの備えを与えるものと定義

1990ごみ非常事態宣言
1991環境基本条例を公布
1994環境基本計画を全国に先駆けて策定
1995環境教育・学習基本方針の策定
1998地域環境リーダー育成講座開始

2000年代 2002国連環境開発会議
持続可能な開発に関する首脳会
議
地球サミットの進歩の検証、ヨハネスブル
ク宣言の採択

2005国連持続可能な開発のための教育
の 10年開始

2007国際環境教育会議

2005一般廃棄物処理基本計画の策定
（かわさきチャレンジ３Ｒ）

2006環境教育・学習基本方針の改訂
2007エコドライブ宣言

多摩川プランの策定
2008緑の基本計画の改定

ＣＣかわさきエコ戦略
2010年  2011環境教育等促進法に改正

2012 Rio＋20 
地球サミットから 20周年を迎える機会に
開催のフォローアップ会合

2013第 37回ユネスコ総会
2015年以降の ESDの枠組みである「持続
可能な開発のための教育（ESD）に関するグ
ローバル・アクション・プログラム(GAP)」
の採択

2014持続可能な開発のための教育
（ESD）に関するユネスコ世界会議が
名古屋・岡山で開催
2015 国連持続可能な開発サミット

2030年までの持続可能な開発目標（ＳＤ
Ｇ ｓ）の採択

2010地球温暖化対策推進計画の策定
ＣＣかわさきエコ暮らし３つのチャ
レンジキャンペーン

2011環境基本計画の全面改定
2012一般廃棄物処理基本計画における行
動計画の改定
水環境保全計画の策定

2014生物多様性かわさき戦略の策定
2016 環境教育・学習基本方針を全面改正
2018 緑の基本計画の改定

地球温暖化対策推進基本計画の策定
一般廃棄物処理基本計画第２期行動計
画の策定
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平成 30年度環境教育・学習事業実施一覧
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令和２年 1月
川崎市環境局環境調整課


